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特別養護老人ホームたかとり 重要事項説明書 

（令和７年１月１日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名      特別養護老人ホームたかとり（ユニット型） 

   ・開設年月日    平成２８年９月１日 

   ・所在地      奈良県高市郡高取町大字兵庫１９６番地 

   ・電話番号     ０７４４－５２－１５００   

・ファックス番号  ０７４４－５２－１５０１ 

   ・施設長      福井 清孝 

   ・入所定員     ９０名（１ユニット１０名×９） 

・介護保険指定番号 特別養護老人ホーム（ ２９７２７００１８７号 ） 

（２）特別養護老人ホームの基本方針 

    ユニット型特別養護老人ホームは、入居者一人、一人の意思及び人格を尊重し、入居者への

サービスの提供に関する計画に基づき、その居宅における復帰を念頭に置いて、入居前の居宅

における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入

居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援する。 

    ユニット型特別養護老人ホームは、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、

老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者その他の保健医療サービス又は福祉サ

ービスを提供する者との密接な連携に努めることとする。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用下さい。 

 【特別養護老人ホームたかとり運営方針】 

    私たちは、一つひとつの「縁」を大切にし、利用者、家族、地域の皆さまと共にたくさんの

笑顔の中で生活できるよう努めてまいります。 

・皆さまの尊厳を守り、その有する能力を最大限に活かし、その人らしく楽しく生活できるよ

う支援させていただきます。 

   ・皆さまの生活を大切にし、自宅のように安心して生活できるよう支援させていただきます。 

   ・皆さまに笑顔を提供できるよう、職員も日々研鑽し、質の高いサービスを提供いたします。 

   ・皆さまとの縁を大切にし、その文化、歴史にも共感し、地域の一員となれるよう努めてまい 

ります。 

（３）施設の職員体制 

職種 常勤 非常勤 業務内容 

施設長（管理者） １名  サービス管理全般 

副施設長  １名 施設長の補佐 

看護職員 ３名 ５名 医療、健康管理業務等 

介護職員 ３５名 １８名 日常介護業務等 

生活相談員 １名  生活上の相談等 

介護支援専門員 １名  サービス計画の立案・管理等 

管理栄養士 １名  栄養管理等 
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機能訓練指導員 ２名  機能維持訓練等 

医師（嘱託医）  １名 診療、健康管理等 

事務職員 ３名  一般事務、料金請求等 

（４）設備の概要 

ユニット内設備等 １ユニット １０ユニット 

居室 １０室 １００室 

共同生活室 １か所 １０か所 

トイレ ３か所 ３０か所 

浴室（リフト浴） １か所 １０か所 

共用部分 施設内 

スタッフステーション ４か所 

相談室 １か所 

ボランティア室 １か所 

医務室 １か所 

特殊浴槽 ２か所 

 

２．サービス内容 

   当施設でのサービスは、どのような介護サービスを提供すれば家庭に戻れるかを念頭におき、

施設サービス計画に基づいて提供されます。また入居中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活し

ていただけるよう、常に利用者の立場に立って運営しています。 

①施設サービス計画の立案 …介護支援専門員が介護関係職員と協議して計画を立て、その際、 

利用者・連帯保証人の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については説明を 

し、同意をいただきます。 

   ②居室 …入居後、利用者の状況により変更することがあります。 

   ③食事 …朝食 7：30～9：30 

        昼食 12：00～14：00 

        夕食 17：30～19：30 

        ※食事は原則として共同生活室で提供いたします。 

   ④入浴 …週に最低２回。（リフト浴、特殊浴槽あり） 

但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

   ⑤介護 …施設サービス計画に沿って下記の介護を行います。 

        介護士により、更衣、排泄、食事等の介助、おむつ交換、体位変換、シーツ交換、 

施設内の移動の付き添い等を行います。 

（早出）6：45～15：45（日勤）9：00～18：00（遅出）13：15～22：15 

（夜勤）22：00～7：00  ※勤務時間は状況により変更する場合あり。 

   ⑥看護 …看護師により、日常の体調管理を行います。 

       （日勤）9：00～18：00（時間外）オンコールにて対応 

   ⑦医療 …医療機関の医師により、週 2回の往診を行います。（各入居者／基本月 2回） 

   ⑧機能訓練 …生活の中で、様々な活動を行うことで心身状態の維持、向上を図ります。 

   ⑨生活相談 …生活相談員に、介護以外の日常生活に関する事も含め相談できます。 

   ⑩行政手続き代行 …介護保険更新時の手続き等の代行を行います。 
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   ⑪健康管理 …年間 1回以上健康診断を行います。医療機関への通院等に関しては保証人等に 

         ご相談させて頂きます。 

   ⑫緊急時の対応 …体調の変化等、緊急の場合は必要な緊急措置を行うとともに保証人等の緊 

         急連絡先に連絡します。 

   ⑬理美容 …理美容サービスを実施します。（別途料金をいただきます。） 

 

３．施設利用に当たっての留意事項 

洗濯 洗濯機で洗える衣類については、施設で行います。 

面会 午前 10 時～午後 5 時まで 

食べ物の持ち込み 必要に応じて職員にご相談下さい。 

外出、外泊  事前に外出、外泊用紙を提出してください。 

食事中止 下記時間までにお申し出ない場合は、食費が発生します。 

朝食：前日 17：00 まで 

昼食：当日 9：30 まで 

夕食：当日 15：00 まで 

おやつ：当日 12：00 まで 

喫煙 施設内は禁煙とします。 

設備・備品利用 事前に職員にご相談下さい。 

備品等の持ち込み 全てに名前を記入してください。 

電気製品持ち込み 電気使用料金が発生しますので必ず職員に申し出下さい。 

金銭・貴重品 制限はしませんが自己責任でお願いします。 

ペット 施設内への同行は禁止いたします。 

 

４．協力医療機関等 

  《協力医療機関》 

・名称  へいせいたかとりクリニック （施設嘱託医） 

 住所  高市郡高取町兵庫２０２ 

・名称  社会医療法人 平成記念会病院 

     住所  橿原市四条町８２７ 

  《協力調剤薬局》 

   ・名称  サン薬局 

   住所  高市郡高取町兵庫２２６  

《協力歯科医療機関》 

    ・名称  川西歯科クリニック 

 住所  高市郡高取町下土佐２２０－１ 

・名称  橿原デンタルクリニック 

 住所  橿原市石川町２８０ 

 

５．他機関・施設との連携 

   協力医療機関との連携 ：当施設では、病院・診療所や歯科診療所に協力をいただいています

ので、利用者の状態が急変した場合には、速やかに対応を致します。 
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   他 施 設 へ の 紹 介  ：当施設での対応が困難な状態になり、専門的な対応が必要になった

場合には、責任を持って他の機関を紹介しますのでご安心ください。 

 

６．身体拘束の禁止について 

   原則として利用者に対し身体拘束を行わないことを約束します。但し、緊急やむを得ない理由 

により拘束せざるを得ない場合には事前に利用者及び保証人へ十分な説明をし、同意を得る 

とともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由に 

ついて記録します。 

 

７．虐待の防止のための措置について 

   当施設では、高齢者虐待は人権侵害であり、犯罪行為という認識のもと、高齢者虐待防止法の

理念に基づき、高齢者の尊厳の保持・人格の尊重を重視し、権利利益の擁護に資することを目的

に高齢者虐待の防止とともに高齢者虐待の早期発見・早期対応に努め、高齢者虐待に該当する行

為をいずれも行いません。 

 

８．事故発生の防止及び発生時の対応について 

  ①当施設は、利用者に対する介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やか 

に利用者に対し必要な措置を講じます。 

  ②往診医師の医学的判断により、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、協力医療機関、協 

力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。 

③前２項のほか、当施設は利用者、利用者の家族又は連帯保証人が指定する者及び保険者の指定

する行政機関に対して速やかに連絡します。 

④当施設は、利用者に対する介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した場合の対応、報 

告の方法等が記載された事故発生の防止のための指針を整備します。 

  ⑤当施設は、利用者に対する介護福祉施設サービスの提供により事故が発生した時又はそれに至

る危険性がある事態が生じた時に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を施設職員

に周知徹底する体制を整備します。 

⑥当施設は事故発生の防止のための委員会及び施設職員に対する研修を定期的に行います。 

 

９．利用料金 令和６年８月１日現在 

①ユニット型介護福祉施設サービス費 

    単位数 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型個室 ６７０ ７４０ ８１５ ８８６ ９５５ 

②その他加算     

加算種類 算定回数 単位数 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 日 １２ 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ロ 日 １８ 

看護体制加算（Ⅰ）ロ 日 ４ 

ADL 維持等加算（Ⅰ） 月 ３０ 

ADL 維持等加算（Ⅱ） 月 ６０ 

療養食加算 1 食につき ６ 
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精神科医師定期的療養指導加算 日 ５ 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 日 ３ 

協力医療機関連携加算 月 ５０ 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ） 月 ３ 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ） 月 １３ 

科学的介護推進体制加算（Ⅰ） 月 ４０ 

科学的介護推進体制加算（Ⅱ） 月 ５０ 

入院又は外泊した場合の費用 月に６日上限 ２４６ 

初期加算 入所日から３０日間 ０ 

栄養マネジメント強化加算 日 １１ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 日 １８ 

看取り介護加算Ⅰ１ 該当日以前 31 日～45 日 ７２ 

看取り介護加算Ⅰ２ 該当日以前 4 日～30 日 １４４ 

看取り介護加算Ⅰ３ 該当日以前 2 日又は 3 日 ６８０ 

看取り介護加算Ⅰ４ 該当日 １２８０ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 月の合計単位数の１４．０％ 

  ☆以上、①及び②の単位数には地域区分（高取町：その他地域）から、１単位を 

１０．００円で計算した金額を請求させて頂きます。 

 ③食費 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

３００円／日 ３９０円／日 ６５０円／日 １３６０円／日 １，９６０円／日 

   【第４段階食費内訳】 

朝食 昼食 夕食 

４８０円／日 ７７０円／日 ７１０円／日 

    ※但し、負担限度額認定を受けている場合には食数に限らず１日分の食費を請求させていた 

だきます。 

④居住費（ユニット型個室） 

第１段階 第２段階 第３段階①② 第４段階 

８８０円／日 ８８０円／日 １，３７０円／日 ２，５００円／日 

  ⑤その他費用 

その他費用項目 算定回数 金額 

おやつ代 日 ２２５円 

日用品費 日 ２００円 

教養娯楽費 日 ２００円 

理美容 （定期施設訪問） １回 １，６５０円 

電気使用料 １台１日 ５５円 

検査費用 １回 実費 

入院中等の居室利用料金 １日 ２，５００円 
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１０．非常災害対策 

消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づ

き、又消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行っています。 

①防火管理者は営繕担当職員を当て、火元責任者には施設長（管理者）を当てます。 

②始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行います。 

③非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際には防火管理者が立ち会います。 

④非常災害設備には常に有効に保持するように努めます。 

⑤火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防団を 

編成し、任務の遂行にあたります。 

⑥防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

    ・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）      年１回以上 

    ・利用者を含めた総合訓練               年２回以上 

    ・非常災害用設備の使用方法の徹底           随時 

   ⑦その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

 

１１．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して生活を送っていただくために、利用者の営利行為、宗教の勧

誘、特定の政治活動は禁止します。 

 

１２．要望及び苦情の相談 

   生活相談の専門員として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。要望や

苦情などは、生活相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。 

   また、施設内に設置している「ご意見箱」もご利用ください。 

（１）当事業所の苦情相談口 

     ・窓   口：社会福祉法人 平成記念福祉会 

            特別養護老人ホームたかとり 生活相談員 

            電話番号 ０７４４－５２－１５００ 

            FAX   ０７４４－５２－１５０１ 

            受付時間 午前９時～午後５時 

  （２）介護保険の苦情相談窓口 

     ・高取町役場 福祉課 介護保険担当 

            電  話 ０７４４－５２－３３３４ 

            受付時間 午前９時～午後５時 

     ・奈良県健康保険団体連合会 介護保険苦情処理窓口 

            電  話 ０７４４－２９－８３２６ 

 受付時間 午前９時～午後５時 

  （３）第三者委員会の委員 

     ・評議員 奥村慶三郎殿  

     ・弁護士 荒木秀夫殿 （奈良総合法律事務所） 
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１３．福祉サービス第三者評価の受審の有無 

   現在受審はしておりません。 

 

 

１４．記録の保存について 

   当施設は、ご利用者の介護福祉施設サービスの提供に関する記録を作成し、直近利用日より５ 

年間保管します。 

 

１５．守秘義務に関する対策 

   当施設では、業務上知り得た利用者またはその関係者の秘密を保守します。また、退職後に 

おいてもこれらの秘密を保守すべき旨を従業者と雇用契約の内容としています。 
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社会福祉法人 平成記念福祉会 

特別養護老人ホーム たかとりサービスについて 

（令和７年１月１日現在） 

 

〇介護保険被保険者証等について 

  利用中は、介護保険被保険者証等や後期高齢者被保険者証等の保険者証類は原則として原本をお

預かりいたします。 

○緊急時対応のための預り金 

  入所時に緊急時対応のための預り金として２万円をお預かりします。医療機関受診時の費用、嗜 

好品の購入、行事やイベント等での外食費や買い物など現金精算が必要な場合に使用させていただ 

きます。出納管理は当施設で行い、レシートや領収証を管理し定期的に使用状況を報告させていた 

だきます。 

○施設ご利用時の教養娯楽費及び日用品等について 

  当施設では教養娯楽サービス、個別需要日用品及び、面会・延命措置等について、利用者及び 

その家族の希望に応じ個別に対応しております。 

 つきましては、その希望をお知らせ願えれば幸甚です。 

 

① 教養娯楽費について  ご利用料金 ２００円／日 （ 希望する ・ 希望しない ） 

  個人が希望して行うレクリエーション、クラブ活動等に係る費用となります。 

 （クラブの内容） 

   フラワーアレンジメント・うた・俳句・書道・体操・外出 

   一つを選定するのではなく、月に３回程度上記にあるクラブを予定し、ご案内 

   させて頂きます。興味関心あるものにいくつでもご参加頂けます。 

 

② 日用品費について   ご利用料金２００円／日  （ 希望する ・ 希望しない ） 

  日常生活の中で、個人的に使用する消耗品等の日用品に係る費用となります。 

 （日用品の内容） 

   歯ブラシ、マウススポンジ、歯磨き粉、ポリデント等の口腔ケア用品。 

   タオル、バスタオル等の入浴時に必要なもの。 

   お箸、湯呑み、自助具等食事時に必要なもの。 

   ティッシュペーパー、ペーパータオル等その他日常生活に必要な消耗品。 

 ※希望されない場合は、都度ご連絡をさせて頂き、ご持参頂く事となります。 

 

③ 買い物支援について            （ 希望する ・ 希望しない ） 

  嗜好品の購入や気分転換を目的に森山商店様へのお買い物に職員が付き添い支援させて 

 頂きます。 

  ※購入された物でのトラブルには責任を負えませんのでご了承ください。 

 

④ 自動販売機での購入について        （ 希望する ・ 希望しない ） 

  個人が施設内の自動販売機での購入を希望された場合の対応についての確認です。 

   ※希望される場合、レシート発行できませんのでご了承ください。 
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⑤ 外出時の確認について           （ 希望する ・ 希望しない ） 

  イベント行事で外出企画がある場合、事前連絡についての確認です。 

 

⑥ 写真掲示について             （ 了承する ・ 了承しない ） 

  行事、イベント等で写真撮影したものを施設内やインスタグラム等に掲示させて頂いても良いか 

の確認です。 

 

⑦ 洗濯物について              （ 了承する ・ 了承しない ） 

  他の洗濯物を染色してしまう可能性のあるものは持ち込みの際、お申し出ください。 

 洗濯は業者委託しており、たかとりで収集した物をまとめ洗濯、乾燥されます。 

 皆様へ気を付けて頂く様お願いをしておりますが、染色の可能性はあり、その時は 

 申し訳ありませんが責任を負えませんのでご了承ください。 

 

⑧ 面会制限について             （ ある ・ なし ） 

  面会制限のある方は、下記へご記入ください。 

  （内容） 

 

⑨ 緊急時等における対応について 

  ご利用者に容態の変化等があった場合は、必要な緊急措置を行うとともに『緊急時連絡先』 

 としておうかがいしました連絡先等に速やかに連絡し、対応のご相談をさせていただきます。 

  《万が一、連絡がとれない場合》 

   □ 施設の判断で救急搬送することを希望し、事後報告となっても良い。 

   □ 施設の判断で救急搬送することは希望しない。 

 

⑩ 急変時の心肺蘇生について         （ 希望する ・ 希望しない ） 

  施設での生活の中で急変し、心肺停止状態で発見された場合の対応について確認です。 

 （心肺蘇生を希望される場合） 

  ・ご家族様へ連絡、１１９番へ通報、心肺蘇生を実行、救急搬送 

 （心肺蘇生を希望されない場合） 

  ・ご家族様へ連絡、嘱託医へ連絡、死亡確認を依頼 

  ※対応について特記すべき事項があれば、下記へご記入ください。 

   （内容） 
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個人情報の利用目的 

（令和４年１０月１日現在） 

 

 社会福祉法人平成記念福祉会「特別養護老人ホームたかとり」では、利用者の尊厳を守り安全に配

慮する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔特別養護老人ホームたかとり施設内部等での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用に係る当施設の管理運営業務のうち 

一、入退所等の管理 

一、会計・経理 

一、事故等の報告 

一、当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業所等への情報提供を伴う利用目的〕 

    ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

      一、利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等

との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

      一、他の医療機関、診療所、調剤薬局、助産院、訪問看護ステーションとの連携 

      一、他の医療機関等からの照会への回答 

      一、利用者の診療等に当たり外部の医師等の意見・助言を求める場合 

      一、検体検査業務の委託その他の業務委託 

      一、事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者へのその結果通知 

      一、家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

  一、保険事務の委託 

  一、審査支払機関へのレセプトの提出 

  一、審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理業務のうち 

      一、医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

      一、当施設において行なわれる学生の実習への協力 

      一、当施設において行なわれる事例研究 

 〔他の事業所への情報提供に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理運営業務のうち 

一、 外部監査機関への情報提供 
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利用同意書附則 

 

 

 本書は利用者が当施設を利用するにあたり、以下の文章に同意した上で利用することを目的として

います。 

 この度は社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホームたかとりご利用いただき、誠に有難う

御座います。 

特別養護老人ホームでは、利用者一人一人に対して生活支援を通じてご家庭に戻って頂きたいとの

目的の為に運営されている施設です。医師、看護師、介護職員、機能訓練指導員、相談員、栄養士、

事務職員等が皆様に対し、満足して頂きたい思いで業務を行っています。 

当施設は、基準以上の職員配置と充実した設備で施設職員が、食事、入浴、機能訓練など一日の中

で利用者の皆様の生活を出来る限りお手伝いさせて頂いておりますが、自立支援の目的の為、過剰な

介護いたしません。時には利用者ご本人の不注意による事故も起こり得る可能性もあります。施設職

員は、そのようなことが起きないよう日々注意しながら業務を行っています。 

 何卒ご理解の上、同意願います。 
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社会福祉法人平成記念福祉会 

 

「特別養護老人ホームたかとり」入所に係る「重要事項説明書」等に関する同意書  

  

社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホーム「たかとり」を入所利用するにあたり「重要事

項説明書」「たかとりサービスについて」「個人情報の利用目的」及び「利用同意書附則」の内容に関

して、担当者による説明を受け、十分に理解した上で同意します。 

なお、今後変更があった場合は、その都度、覚書を締結します。 

 

令和   年   月   日 

      

＜利用者＞ 

                   住 所 〒 

 

   氏 名                ㊞ 

               

 

                  ＜利用者の署名代行者＞ 

                   私は、下記の理由により、利用者の意思を確認した上で 

上記署名を代行しました。 

                   住 所 〒 

 

                   氏 名                ㊞ 

                   署名代行の理由 

                    （                 ） 

                  ＜利用者の連帯保証人＞ 

                   住 所 〒 

 

                   氏 名                ㊞ 

                       

 

＜事業者＞ 

法人名 社会福祉法人 平成記念福祉会  

                   施設名 特別養護老人ホーム たかとり ㊞ 

                   施設長 福井 清孝           

 

担当者 職 名 

 氏 名 
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社会福祉法人 平成記念福祉会 

特別養護老人ホームたかとり （介護予防）短期入所生活介護重要事項説明書 

（令和６年８月１日現在） 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名      ショートステイたかとり 

   ・開設年月日    平成２８年９月１日 

   ・所在地      奈良県高市郡高取町大字兵庫１９６番地 

   ・電話番号     ０７４４－５２－１５００ 

・ファックス番号  ０７４４－５２－１５０１ 

   ・施設長      福井 清孝 

   ・介護保険指定番号 特別養護老人ホーム（２９７２７００１９５号） 

（２）特別養護老人ホームの基本方針 

ユニット型指定短期入所生活介護の事業は、利用者一人、一人の意思及び人格を尊重し、利

用前の居宅における生活と利用中の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット

において利用者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援することによ

り、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの

でなければならない。 

    この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用下さい。 

 【特別養護老人ホームたかとりの運営方針】 

    私たちは、一つ一つの「縁」を大切にし、利用者、家族、地域の皆さまと共にたくさんの笑

顔の中で生活できるよう努めてまいります。 

・皆さまの尊厳を守り、その有する能力を最大限に活かし、その人らしく楽しく生活できるよ

う支援させていただきます。 

  ・皆さまの生活を大切にし、自宅のように安心して生活できるよう支援させていただきます。 

  ・皆さまに笑顔を提供できるよう、職員も日々研鑽し、質の高いサービスを提供いたします。 

  ・皆さまとの縁を大切にし、その文化、歴史にも共感し、地域の一員となれるよう努めて 

ります。 

（３）施設の職員体制 

職種 常勤 非常勤 

施設長（管理者） １名  

副施設長  １名 

看護職員 ３名 ４名 

介護職員 ５５名 ５名 

生活相談員 １名  

介護支援専門員 １名  

管理栄養士 １名  

機能訓練指導員 ２名  

医師（嘱託医）  １名 
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事務職員 ３名  

（４）設備の概要 

ユニット内設備等 １ユニット １０ユニット 

居室 １０室 １００室 

共同生活室 １か所 １０ 

トイレ ３か所 ３０か所 

浴室（リフト浴） １か所 １０か所 

 

共用部分 施設内 

スタッフステーション １か所 

相談室 １か所 

ボランティア室 １か所 

医務室 １か所 

特殊浴槽 ２か所 

（５）施設サービス計画書の決定、変更 

    当施設は、居宅支援事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画書に準じて（介護 

予防）短期入所生活介護計画を作成します。 

   ２ （介護予防）短期入所生活介護計画を利用者及び連帯保証人に対して説明し、同意を得た 

うえで決定します。 

３ （介護予防）短期入所生活介護計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成した 

居宅サービス計画書に準じて見直しを行うこととする。 

２．サービス内容及び費用 

（１）サービス内容（介護予防短期入所生活介護含む） 

施設サービス種類  

介護 排泄、移動、更衣等の日常生活のお世話 

看護 日常生活の体調管理 

食事 管理栄養士が状況に合わせて適切な食事管理 

入浴 週２回入浴又は清拭実施（リフト浴、特殊浴槽あり） 

機能訓練 機能訓練指導員が機能の回復又は減退防止に努める 

医療 週２回の往診体制 

相談援助 生活相談員が生活全般の相談援助 

行政手続き代行 介護保険更新時等の手続の支援 

送迎 高取町、明日香村は全域と橿原市、御所市の両市は一部 

（２）短期入所生活介護利用料金 令和６年６月１日現在 

  ①併設型ユニット型短期入所生活介護費 

単位数（１日） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

ユニット型個室 ７０４ ７７２ ８４７ ９１８ ９８７ 

61 日越え長期 ６７０ ７４０ ８１５ ８８６ ９５５ 

  

  ②その他加算     
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加算種類 算定回数 単位数 

看護体制加算（Ⅰ） 日 ４ 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）ユニット型 日 １８ 

個別機能訓練加算（Ⅰ） 日 １２ 

緊急短期入所受入加算 日（７日限度）日 ９０ 

長期利用者減算（31 日目～60 日） 日 △３０ 

療養食加算 １食につき ８ 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 日 ３ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 日 １８ 

送迎加算 片道 １８４ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 月の合計単位数の１４．０％ 

  ☆以上、①及び②の単位数には地域区分（高取町：その他地域）から、１単位を 

１０．００円で計算した金額を請求させて頂きます。  

  

③食費 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

３００円／日 ３９０円／日 ６５０円／日 １３６０円／日 １９６０円／日 

    

【第４段階食費内訳】 

朝食 昼食 夕食 

４８０円／日 ７７０円／日 ７１０円／日 

    ※但し、負担限度額認定を受けている場合には食数に限らず１日分の食費を請求させていた 

だきます。 

④居住費（ユニット型個室） 

第１段階 第２段階 第３段階①② 第４段階 

８８０円／日 ８８０円／日 １，３７０円／日 ２，５００円／日 

   ⑤その他費用 

その他費用項目 算定回数 金額 

おやつ代 日 ２２５円 

日用品費 日 ２００円 

教養娯楽費 日 ２００円 

理美容 １回 １，６５０円 

電気使用料 １台１日 ５５円 

文書料 １通 １，６５０円 

検査費用 １回 実費 

 

 

（３）介護予防短期入所生活介護利用料金 令和６年６月１日現在 

①併設型ユニット型介護予防短期入所生活介護費（Ⅰ） 

    単位数（１日） 要支援１ 要支援２ 
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ユニット型個室 ５２３ ６４９ 

   ②その他加算 

加算種類 算定回数 単位数 

療養食加算 １食につき ８ 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） 日 ３ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 日 １８ 

送迎加算 片道 １８４ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 月の合計数合計の１４．０％ 

  ☆以上、①及び②の単位数には地域区分（高取町：その他地域）から、１単位を 

１０．００円で計算した金額を請求させて頂きます。  

③食費 

第１段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

３００円／日 ３９０円／日 ６５０円／日 １３６０円／日 １９６０円／日 

   【第４段階食費内訳】 

朝食 昼食 夕食 

４８０円／日 ７７０円／日  ７１０円／日 

    ※但し、負担限度額認定を受けている場合には食数に限らず１日分の食費を請求させていた 

だきます。 

④居住費（ユニット型個室） 

第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

８２０円／日 ８２０円／日 １，３１０円／日 ２，５００円／日 

   ⑤その他費用 

その他費用項目 算定回数 金額 

おやつ代 日 ２２５円 

日用品費 日 ２００円 

教養娯楽費 日 ２００円 

理美容 （定期施設訪問） １回 １，６５０円 

電気使用料 １台１日 ５５円 

文書料 １通 実費 

検査費用 １回 実費 

 

 

 

 

 

 

３ 協力医療機関等 

   当施設では、下記の医療機関・歯科医療機関にご協力をいただき、利用者の状態が急変した場 

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 
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     名称  社会医療法人 平成記念病院 

     住所  橿原市四条町８２７ 

 ・協力調剤薬局 

     名称  サン薬局 

    住所  高市郡高取町兵庫 ２２６ 

 ・協力歯科医療機関 

     名称  川西歯科クリニック 

   住所  高市郡高取町下土佐２２０－１ 

 

４ 施設利用に当たっての留意事項 

洗濯 原則、施設で行います。 

面会 午前９時～午後６時まで 

食べ物の持ち込み 原則禁止とします。必要に応じて職員にご相談下さい。 

外出、外泊  事前に外出、外泊用紙を提出してください。 

食事中止 下記時間までにお申し出ください。 

朝食：前日 17：00 まで 

昼食：当日 9：30 まで 

夕食：当日 15：00 まで 

おやつ：当日 12：00 まで 

 ※ 時間が過ぎた場合は食費が発生します。 

喫煙 施設内は禁煙とします。 

設備・備品利用 事前に職員にご相談下さい。 

備品等の持ち込み 全てに名前を記入してください。 

電気製品持ち込み 電気使用料金が発生しますので必ず職員に申し出下さい。 

金銭・貴重品 制限はしませんが自己責任でお願いします。 

ペット 施設内への同行は禁止いたします。 

  

５．非常災害対策 

消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づ

き、又消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行っています。 

① 防火管理者は営繕担当職員を当て、火元責任者には施設長（管理者）を当てます。 

② 始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行います。 

③ 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際には防火管理者が立ち会います。 

④ 非常災害設備には常に有効に保持するように努めます。 

⑤ 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防団を 

編成し、任務の遂行にあたります。 

⑥ 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

   ・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）      年１回以上 

   ・利用者を含めた総合訓練               年１回以上 

   ・非常災害用設備の使用方法の徹底           随時 

  ⑦ その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 
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６．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して生活を送っていただくために、利用者の営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動は禁止します。 

７．要望及び苦情等の相談 

当施設には生活相談の専門員として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

要望や苦情などは、生活相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。また、施設内各

所に設置されている「ご意見箱」もご利用ください。 

（１）当事業所の苦情相談窓口 

・窓  口：社会福祉法人平成記念福祉会 

      特別養護老人ホームたかとり 生活相談員 

  電話番号：０７４４－５２－１５００ 

ＦＡＸ ：０７４４－２１－１５０１ 

受付時間 午前９時３０分～午後６時００分 

（２）介護保険の苦情相談窓口 

・高取町役場 福祉課 介護保険担当 

電  話 ０７４４－５２－３３３４   

受付時間 午前９時～午後５時 

  ・奈良県国民健康保険団体連合会 介護保険苦情処理窓口 

        電  話 ０７４４－２９－８３２６ 

受付時間 午前９時～午後５時 

（３）第三者委員会の委員 

   ・ 評議員  奥村 慶三郎 

   ・ 顧問弁護士 荒木 秀夫（奈良総合法律事務所） 

８．福祉サービス第三者評価の受審の有無 

  現在受審はしておりません。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 平成記念福祉会 

特別養護老人ホームたかとり （介護予防）短期入所生活介護サービスについて 

（令和６年６月１日現在） 

〇介護保険被保険者証等について 

  利用中は、介護保険被保険者証等や後期高齢者被保険者証等の保険者証類は原則として原本をお
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預かりいたします。 

〇（介護予防）短期入所生活介護について 

  （介護予防）短期入所生活介護は、要介護者（介護予防短期入所療養介護にあっては要支援者）

及び要介護者の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス（介護予防サービ

ス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、介護及び機能訓練その他必要な日常生活

上の支援を行い、利用者の生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の

職員の協議によって、（介護予防）短期入所生活介護計画が作成されますが、その際、利用者・

ご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画内容については同意をいただくようになります。 

〇生活サービス 

当施設入所中も明るく家庭的な雰囲気のもとで生活していただけるよう、常に利用者の立場に 

立って運営しています。 

居  室：ユニット型個室 １ユニット１０室 全１０ユニット 

   食  事：朝食  ７時３０分～ 

昼食 １２時００分～ 

        夕食 １８時００分～ 

        ※食事は原則として共同生活室で提供いたします 

入  浴：週に最低２回。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。 

理 美 容：理美容サービスを実施します。（理美容料金は別途料金をいただきます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

個人情報の利用目的 

（令和６年６月１日現在） 

 

 社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホームたかとりでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮

する施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 
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 〔特別養護老人ホーム施設内部等での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用に係る当施設の管理運営業務のうち 

一、入退所等の管理 

一、会計・経理 

一、事故等の報告 

一、当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業所等への情報提供を伴う利用目的〕 

    ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

      一、利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等

との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

      一、他の医療機関、診療所、調剤薬局、助産院、訪問看護ステーションとの連携 

      一、他の医療機関等からの照会への回答 

      一、利用者の診療等に当たり外部の医師等の意見・助言を求める場合 

      一、検体検査業務の委託その他の業務委託 

      一、事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者へのその結果通知 

      一、家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

  一、保険事務の委託 

  一、審査支払機関へのレセプトの提出 

  一、審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理業務のうち 

      一、医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

      一、当施設において行なわれる学生の実習への協力 

      一、当施設において行なわれる事例研究 

 〔他の事業所への情報提供に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理運営業務のうち 

一、 外部監査機関への情報提供 

 

（介護予防）短期入所生活介護同意書附則 

 

 

 本書は利用者が当施設を利用するにあたり、以下の文章に同意した上で利用することを目的として

います。 

 

 

 この度は、社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホームたかとりをご利用いただき、誠に有
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難う御座います。 

特別養護老人ホームでは、利用者一人一人に対して生活支援を通じてご家庭に戻って頂きたいとの

目的の為に運営されている施設です。医師、看護師、介護職員、機能訓練指導員、相談員、栄養士、

事務職員等が利用者の皆様に対し、満足して頂きたい思いで業務を行っています。 

当施設は、基準以上の職員配置と充実した設備で施設職員が、食事、入浴、機能訓練など一日の中

で利用者の皆様の生活を出来る限りお手伝いさせて頂いておりますが、自立支援の目的の為、利用者

様ご本人を過剰に介護いたしません。時には利用者様ご本人の不注意による事故も起きる可能性もあ

ります。施設職員は、そのようなことが起きないよう日々注意しながら業務を行っています。 

 つきましては、施設利用に際し、上記内容を今一度ご理解を得た上でご利用頂きたく本書を作成致

しました。故意の事故とそれ以外の状況のご理解をお願い致します。 

 何卒ご理解の上、同意願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 平成記念福祉会 

特別養護老人ホームたかとり（介護予防）短期入所生活介護に係る 

「重要事項説明書」等に関する同意書 

 

 社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホーム「たかとり」の（介護予防）短期入所生活介護

を利用するにあたり、「（介護予防）短期入所生活介護重要事項説明書」「（介護予防）短期入所生活介

護サービスについて」「個人情報の利用目的」及び「（介護予防）短期入所生活介護同意書附則」の内

容に関して、担当者による説明を受け、十分に理解したうえで同意します。 

なお、今後変更があった場合は、その都度覚書を締結します。 
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   令和   年   月   日 

      

                   ＜利用者＞ 

                    住 所 〒 

 

                    氏 名               ㊞ 

                  ＜利用者の署名代行者＞ 

                    私は、下記の理由により利用者の意思を確認したうえで

上記署名を代行しました。 

                    住 所 〒 

 

                    氏 名               ㊞ 

                    署名代行の理由 

                     （                ） 

 

   ＜利用者の連帯保証人＞ 

住 所 〒 

 

氏 名               ㊞ 

 

＜事業者＞ 

住 所 奈良県高市郡高取町兵庫１９６番地 

法人名 社会福祉法人平成記念福祉会   

施設名 特別養護老人ホームたかとり  ㊞ 

施設長 福井 清孝           

 

                   担当者 職 名 

                       氏 名 
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社会福祉法人 平成記念福祉会 

特別養護老人ホームたかとり 通所介護（総合事業通所型サービス）重要事項説明書 

（令和６年６月１日現在） 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

   ・施設名      デイサービスたかとり 

   ・開設年月日    平成２８年９月１日 

   ・所在地      奈良県高市郡高取町大字兵庫１９６番地 

   ・電話番号     ０７４４－５２－１５００ 

・ファックス番号  ０７４４－５２－１５０１ 

   ・管理者      福井 清孝 

   ・介護保険指定番号 特別養護老人ホーム（２９７２７００２０３号） 

   ・営業時間     午前９時～午後６時 

   ・定休日      毎週日曜日 年末年始（１２/３１、１/１、１/２） 

 

（２）特別養護老人ホーム通所介護の基本方針 

    通所介護（総合事業通所型サービス）の事業は、要介護の状態となった場合においても、その利

用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる

よう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者の社会的孤立の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るものでなければならない。 

【特別養護老人ホームたかとりの運営方針】 

    私たちは、一つ一つの「縁」を大切にし、利用者、家族、地域の皆さまと共にたくさんの「笑顔」

の中で生活できるよう努めてまいります。 

・皆さまの尊厳を守り、その有する能力を最大限に活かし、その人らしく楽しく生活できるよう支

援させていただきます。 

   ・皆さまの生活を大切にし、自宅のように安心して生活できるよう支援させていただきます。 

   ・皆さまに笑顔を提供できるよう、職員も日々研鑽し、質の高いサービスを提供いたします。 

   ・皆さまとの縁を大切にし、その文化、歴史にも共感し、地域の一員となれるよう努めてまいりま

す。 

 

（３）施設の職員体制 

職種 常勤 非常勤 

施設長（管理者） １名  

副施設長  １名 

看護職員 １名 １名 

介護職員 ４名 ３名 

生活相談員 １名  

機能訓練指導員 １名  
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（４）設備の概要 

通所介護（デイルーム）設備等 １ユニット  

通所介護（デイルーム） 定員３０名  

トイレ ３か所  

静養室 １か所  

浴室 一般浴 １か所  

浴室 特別浴槽 １か所  

 

共用部分 １階  

スタッフステーション １か所  

面談室 １か所  

ボランティア室 １か所  

（５）施設サービス計画書の決定、変更 

     当施設は、居宅支援事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画書に準じて通所介護

計画を作成します。 

   ２ 通所介護計画を利用者及び連帯保証人に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

３ 通所介護計画は、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成した居宅サービス計画書に準じ

て見直しを行うこととする。 

２．サービス内容及び費用 

（１）サービス内容 

施設サービス種類  

介護 排泄、移動、更衣等の日常生活のお世話 

看護 日常生活の体調委管理 

食事 管理栄養士が状況に合わせて適切な食事管理 

入浴 身体状況に応じ一般浴又は特殊浴槽にて実施します。 

機能訓練 機能訓練指導員が機能の回復又は減退防止に努める 

相談援助 生活相談員が生活全般の相談援助 

行政手続き代行 介護保険更新時等の手続の支援 

送迎 高取町全域と明日香村、橿原市、御所市、大淀町の 

 ４市町村は一部 

（２）通所介護利用料金 令和６年１０月１日現在 

   ①通常規模型通所介護費 

単位数（１日） 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

３時間～４時間 ３７０ ４２３ ４７９ ５３３ ５８８ 

４時間～５時間 ３８８ ４４４ ５０２ ５６０ ６１７ 

５時間～６時間 ５７０ ６７３ ７７７ ８８０ ９８４ 

６時間～７時間 ５８４ ６８９ ７９６ ９０１ １００８ 

７時間～８時間 ６５８ ７７７ ９００ １０２３ １１４８ 

８時間～９時間 ６６９ ７９１ ９１５ １０４１ １１６８ 
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②その他加算     

加算種類 算定回数 単位数 

入浴介助加算（Ⅰ） 日 ４０ 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 日 ５６ 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 月 ３０ 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 月 ６０ 

送迎を行わない場合の減算 片道 △４７ 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 日 １８ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 月の合計数合計の９．２％ 

☆以上、①及び②の単位数には地域区分（高取町：その他地域）から、１単位を 

１０．００円で計算した金額を請求させて頂きます。 

 

（３）介護予防・日常生活支援総合事業通所型サービス利用料金 令和６年１０月１日現在  

   ①通所型サービス費（高取町） 

サービス略称 介護度 算定項目 単位数 

通所介護サービスＡ 

サービスⅠ１ 
要支援１ 

１月につき 

（月５回以上利用） 
１，７９８ 

通所介護サービスＡ 

サービスⅡ２ 
要支援２ 

１月につき 

（月９回以上利用） 
３，６２１ 

通所介護サービスＡ １ 

回数 
要支援１ 

１回につき 

（月４回まで利用） 
４３６ 

通所介護サービスＡ ２ 

回数 
要支援２ 

１回につき 

（月８回まで利用） 
４４７ 

 

   ①通所型サービス費（御所市） 

サービス略称 介護度 算定項目 単位数 

通所型独自サービスＡ 

サービス１（週１回計画） 
要支援１ 

１月につき 

（月５回以上利用） 
１，４７２ 

通所型独自サービスＡ 

サービス２（週２回計画） 
要支援２ 

１月につき 

（月９回以上利用） 
３，０６８ 

通所型独自サービスＡ１ 

回数（週１回計画） 
要支援１ 

１回につき 

(月４回まで利用） 
３４４ 

通所型独自サービスＡ２ 

回数（週２回計画） 
要支援２ 

１回につき 

(月８回まで利用） 
３５５ 
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②その他加算（高取町） 

加算種類 介護度 算定回数 単位数 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１ １月につき ７２ 

〃 要支援２ １月につき  １４４ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ）（月４回まで） 要支援１ １回につき ４０ 

      〃      （月５回以上） 要支援１ １月につき １６５ 

〃       （月８回まで） 要支援２ １回につき ４１ 

〃       （月９回以上） 要支援２ １月につき ３３３ 

送迎減算 要支援１ １回につき ―４７ 

  〃 要支援２ １回につき ―４７ 

②その他加算（御所市）    

加算種類 介護度 算定回数 単位数 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１ １月につき ７２ 

       〃 要支援２ １月につき １４４ 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 要支援１ １月につき １３５ 

〃 要支援２ １月につき ２８２ 

入浴加算 要支援１ １回につき ４０ 

       〃 要支援２ １回につき ４０ 

☆以上、①及び②の単位数には地域区分（高取町：その他地域）から、１単位を 

１０．００円で計算した金額を請求させて頂きます。 

 

（４）その他費用（通所介護、介護予防通所介護共通） 

その他費用項目 算定回数 金額 

食費（昼食） 回 ７７０円 

おやつ代 日 ０円 

教養娯楽費 日 必要時 

おむつ代 枚数 １６５円 

リハビリパンツ代 枚数 １９８円 

尿とりパット代 枚数 ５５円 

 

３．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等には、速やかに対

応をお願いするようにしています。 

  ・協力医療機関 

     ・名称  社会医療法人 平成記念病院 

     ・住所  橿原市四条町８２７ 
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４．施設利用に当たっての留意事項 

  洗濯 ご自宅でお願いします 

食べ物の持ち込み 原則禁止とします。必要に応じて職員にご相談下さい。 

喫煙 施設内は禁煙とします。 

設備・備品利用 事前に職員にご相談下さい。 

備品等の持ち込み 全てに名前を記入してください。 

金銭・貴重品 制限はしませんが自己責任でお願いします。 

ペット 施設内への同行は禁止いたします。 

５．非常災害対策 

消防法施行規則第 3 条に規定する消防計画及び風水害、地震等の災害に対処する計画に基づき、又

消防法第８条に規定する防火管理者を設置して非常災害対策を行っています。 

① 防火管理者は営繕担当職員を当て、火元責任者には施設長（管理者）を当てます。 

② 始業時・終業時には、火災危険防止のため、自主的に点検を行います。 

③ 非常災害用の設備点検は契約保守業者に依頼する。点検の際には防火管理者が立ち会います。 

④ 非常災害設備には常に有効に保持するように努めます。 

⑤ 火災発生や地震等の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防団   

を編成し、任務の遂行にあたります。 

⑥ 防火管理者は、従業員に対して防火教育、消防訓練を実施します。 

   ・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）      年１回以上 

   ・利用者を含めた総合訓練               年１回以上 

   ・非常災害用設備の使用方法の徹底           随時 

  ⑦ その他必要な災害防止対策についても必要に応じて対処する体制をとります。 

６．悪天候による警報発令時のサービス中止について 

当日午前７時の時点で地域内に警報が発令されている場合は、管理者の判断にて通所介護のサービ

スを中止します。その場合は、担当職員から電話連絡いたします。 

７．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して生活を送っていただくために、利用者の営利行為、宗教の勧誘、

特定の政治活動は禁止します。 
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８．要望及び苦情等の相談 

当施設には生活相談の専門員として生活相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。 

要望や苦情などは、生活相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたします。また、施設内各所に

設置されている「ご意見箱」もご利用ください。 

 

（１）当事業所の苦情相談窓口 

 ・窓  口：社会福祉法人平成記念福祉会 

       特別養護老人ホームたかとり 生活相談員 

 ・電話番号：０７４４－５２－１５００ 

・ＦＡＸ ：０７４４－５２－１５０１ 

受付時間：午前９時３０分～午後６時００分 

（２）介護保険の苦情や相談に関しては、他に下記の窓口があります。 

・高取町役場 福祉課 介護保険担当 

電  話 ０７４４－５２－３３３４   

受付時間 午前９時～午後５時 

  ・奈良県国民健康保険団体連合会 介護保険苦情処理窓口 

        電  話 ０７４４－２９－８３２６ 

受付時間 午前９時～午後５時 

  （３）第三者委員会の委員 

     ・評議員 奥村慶三郎殿  

     ・弁護士 荒木秀夫殿 （奈良総合法律事務所） 

８．福祉サービス第三者評価の受審の有無 

  現在受審はしておりません。 
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社会福祉法人 平成記念福祉会 

特別養護老人ホームたかとり 通所介護（総合事業通所型サービス）について 

（令和６年６月１日現在） 

 

〇介護保険被保険者証等について 

  通所介護（総合事業通所型サービス）の利用時には必ず確認させていただきます。 

〇通所介護（総合事業通所型サービス）についての概要 

  通所介護（総合事業通所型サービス）は、要介護者及び要介護者の家庭等での生活を継続させるため

に立案された居宅サービス計画に基づき、当施設をご利用いただき、介護及び機能訓練その他必要な日

常生活上の支援を行い、利用者の心身の機能の維持回復を図るため提供されます。このサービスを提供

するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、通所介護計画が作成されます

が、その際、利用者・ご家族の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくよ

うになります。 

〇生活サービス 

  当施設利用中も明るく家庭的な雰囲気のもとで利用いただけるよう、常に利用者の立場に立って運営

しています。 

〇事故発生時の対応 

当施設では、利用者に対する通所介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、

利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じていきます。 

〇緊急時の連絡先 

  緊急の場合には、「緊急時等連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

    

個人情報の利用目的 

（令和６年６月１日現在） 

 

 社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホームたかとりでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する

施設理念の下、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

 〔特別養護老人ホーム施設内部等での利用目的〕 

・当施設が利用者等に提供する介護サービス 

・介護保険事務 

・介護サービスの利用に係る当施設の管理運営業務のうち 

一、入退所等の管理 

一、会計・経理 

一、事故等の報告 

一、当該利用者の介護・医療サービスの向上 

 〔他の事業所等への情報提供を伴う利用目的〕 

    ・当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

      一、利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との

連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 
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      一、他の医療機関、診療所、調剤薬局、助産院、訪問看護ステーションとの連携 

      一、他の医療機関等からの照会への回答 

      一、利用者の診療等に当たり外部の医師等の意見・助言を求める場合 

      一、検体検査業務の委託その他の業務委託 

      一、事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者へのその結果通知 

      一、家族等への心身の状況説明 

・介護保険事務のうち 

  一、保険事務の委託 

  一、審査支払機関へのレセプトの提出 

  一、審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

・損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

 〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理業務のうち 

      一、医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

      一、当施設において行なわれる学生の実習への協力 

      一、当施設において行なわれる事例研究 

 〔他の事業所への情報提供に係る利用目的〕 

    ・当施設の管理運営業務のうち 

      一、外部監査機関への情報提供 

 

通所介護（総合事業通所型サービス）利用同意書附則 

 

本書は利用者が当施設を利用するにあたり、以下の文章に同意した上で利用することを目的としていま

す。 

 この度は、社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホームたかとりをご利用いただき、誠に有難う

御座います。 

特別養護老人ホームでは、利用者一人一人に対して生活支援を通じてご家庭に戻って頂きたいとの目的

の為に運営されている施設です。医師、看護師、介護職員、機能訓練指導員、相談員、栄養士、事務職員

等が利用者の皆様に対し、満足して頂きたい思いで業務を行っています。 

当施設は、基準以上の職員配置と充実した設備で施設職員が、食事、入浴、機能訓練など一日の中で利

用者の皆様の生活を出来る限りお手伝いさせて頂いておりますが、自立支援の目的の為、利用者様ご本人

を過剰に介護いたしません。時には利用者様ご本人の不注意による事故も起きる可能性もあります。施設

職員は、そのようなことが起きないよう日々注意しながら業務を行っています。 

 つきましては、施設利用に際し、上記内容を今一度ご理解を得た上でご利用頂きたく本書を作成致しま

した。故意の事故とそれ以外の状況のご理解をお願い致します。 

 何卒ご理解の上、同意願います。 

 本書は利用者が当施設を利用するにあたり、以下の文章に同意した上で利用することを目的としていま

す。 
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社会福祉法人平成記念福祉会 

「特別養護老人ホームたかとり」通所介護（総合事業通所型サービス）に係る「重要事

項説明書」等に関する同意書  

  

社会福祉法人平成記念福祉会 特別養護老人ホーム「たかとり」の通所介護を利用するにあたり「重

要事項説明書」「「総合事業通所型サービス」」「個人情報の利用目的」及び「通所介護利用同意書附則」

の内容に関して、担当者による説明を受け、十分に理解した上で同意します。 

なお、今後変更があった場合は、その都度、覚書を締結します。 

 

 

令和   年   月   日 

      

＜利用者＞ 

                   住 所 〒 

 

   氏 名                ㊞ 

               

 

                  ＜利用者の署名代行者＞ 

                   私は、下記の理由により、利用者の意思を確認した上で 

上記署名を代行しました。 

                   住 所 〒 

 

                   氏 名                ㊞ 

                   署名代行の理由 

                    （                 ） 

                  ＜利用者の連帯保証人＞ 

                   住 所 〒 

 

                   氏 名                ㊞ 

                       

＜事業者＞ 

法人名 社会福祉法人 平成記念福祉会  

                   施設名 特別養護老人ホーム たかとり ㊞ 

                   施設長 福井 清孝           

 

担当者 職 名 

 氏 名 

 

 

 


